
６　訂正請求
（１）訂正請求及び処理の状況

（独立行政法人）

国際協力機構 3 3 3 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0

雇用・能力開発機構 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

日本スポーツ振興センター 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

（特殊法人）

日本郵政公社 10 9 9 0 0 9 0 8 0 4 1 0 0 0 10 0 0

（国立大学法人）

山形大学 2 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0

名古屋大学 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

三重大学 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0

琉球大学 4 3 0 3 0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4 4

24 22 18 4 7 15 0 21 1 6 2 0 0 0 20 4 4

（２）処分の状況
ア　訂正決定等 (単位：件）

決定内容の別（複数該当あり）

（独立行政法人）

国際協力機構 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

雇用・能力開発機構 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

日本スポーツ振興センター 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

（特殊法人）

日本郵政公社 13 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 10

（国立大学法人）

山形大学 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

名古屋大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

三重大学 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0

23 5 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 18

（注）

イ　期限の延長・期限の遵守
ウ　期限の特例（期限の遵守） (単位：件）

（独立行政法人）

国際協力機構 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

雇用・能力開発機構 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

日本スポーツ振興センター 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

（特殊法人）

日本郵政公社 13 8 8 0 5 5 0 0 0 0

（国立大学法人）

山形大学 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

名古屋大学 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0

三重大学 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0

23 16 16 0 7 7 0 0 0 0計

「６　訂正請求の状況　（１）処理の状況」の「訂正決定等を行った事案」の欄の計と本表の「訂正決定等の件数」欄の計の件数は一致しない。

法人名
訂正
決定等
件数

延長手続を採らなかった事案
法31条2項による延長手続を

採った事案
法32条の期限の特例を適

用した事案

期限内に訂
正決定等が
されたもの

期限を超
過したもの

期限内に訂
正決定等が
されたもの

期限を超
過したもの

追加

期限内に
訂正決定
等がされ
たもの

期限を超
過したもの

計

訂正請求のあった１事案を分割して複数の訂正決定をしているものや、関連する複数の事案をまとめて１件の訂正決定等として通知しているものがあることから、

訂正 追加 削除 訂正

法人名

訂正決定等の件数

全部を訂正 一部を訂正

不訂正
決定訂正 追加 削除

決定内容の別（複数該当あり） 決定内容の別（複数該当あり）

削除

法人名

計

処理すべき事案（A+B+C） 処理状況

新規受付事案（A)
前年度か
らの持ち
越し事案

（B）

他機関か
らの移送
を受けた
事案（C)

取り下
げられ
た事案

受付区分 形態区分

うち期限
超過オンライン 訂正 追加 削除

請求内容の区分 全部を
移送

訂正
決定等
を行った
事案

次年度に
持ち越し

本社等 その他 来所 郵送



６　訂正請求
（２）処分の状況
　ウ　期限の特例（請求を受けてから決定を行った日までに要した日数） （単位：件）

エ　全部又は一部を不訂正とした理由（理由の内訳） （単位：件）

（独立行政法人）

国際協力機構 3 3 0 0 0

雇用・能力開発機構 1 0 0 0 1

日本スポーツ振興センター 1 0 0 0 1

（特殊法人）

日本郵政公社 10 9 0 0 1

（国立大学法人）

山形大学 2 2 0 0 0

名古屋大学 1 1 0 0 0

三重大学 2 2 0 0 0

20 17 0 0 3

エ　全部又は一部を不訂正とした理由（独立行政法人等の判断によるものの内訳） （単位：件）

（独立行政法人）

国際協力機構 3 3 0 0 0

（特殊法人）

日本郵政公社 9 1 7 0 5

（国立大学法人）

山形大学 2 2 0 0 0

名古屋大学 1 1 1 0 0

三重大学 2 0 2 0 2

17 7 10 0 7計

計

法人名

法人等の判断によるもの（複数該当あり）

評価に関するも
の

内容が事実で
あるもの

請求に係る保有個
人情報の利用目的
の達成に必要な範
囲を超えるもの

事実関係が明ら
かにならなかっ

たもの

法人名

不訂正決定・一部を不訂正とした件数（「不訂正」及び「一部を訂正」の計）

理由の内訳（複数該当あり）

法人等の判断
保有個人情報
の不存在

他の法令で特別
の手続きが定めら

れている
その他

法人名

1年～

請求から決定までに要した日数

法32条の期限の特例を適用した事案

～60日 60日～90日 90日～半年 半年～1年

　　　該当なし



６　訂正請求
（３）異議申立て
ア　異議申立ての状況 （単位：件）

（独立行政法人）

国際協力機構 2 2 0 0 0 0 0 0 0

雇用・能力開発機構 1 0 0 0 1 0 0 0 0

（特殊法人）

日本郵政公社 10 5 0 0 0 0 1 0 4

（国立大学法人）

山形大学 1 1 0 0 0 0 0 0 0

三重大学 2 2 0 0 0 0 0 0 0

16 10 0 0 1 0 1 0 4

イ　異議申立ての処理状況 （単位：件）

（独立行政法人）

国際協力機構 2 2 0 0 2 0 2 0 0

雇用・能力開発機構 1 1 0 0 1 0 1 0 0

（特殊法人）

日本郵政公社 10 10 0 4 6 3 3 0 0

（国立大学法人）

山形大学 1 1 0 0 1 0 1 0 0

横浜国立大学 1 0 1 1 0 0 0 0 0

三重大学 2 2 0 0 2 2 0 0 0

大阪大学 1 0 1 1 0 0 0 0 0

18 16 2 6 12 5 7 0 0

ウ　決定等の状況 （単位：件）

（特殊法人）

日本郵政公社 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0

（国立大学法人）

横浜国立大学 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

大阪大学 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

6 4 0 4 0 2 1 0 0 1 0計

（参考）審査会
に諮問をしたも
ののうち、審査
会答申と異なる
決定を行ったも

の

審査会に諮問しないで決定等を行ったもの 審査会に諮問して決定を行ったもの

認容 却下 その他 棄却 認容 一部認容 その他

答申後、決
定の準備中

計

法人名

決定等の件数

申立て
件数（A)

前年度から
の持ち越し
件数（B）

諮問準備中
等

審査会に諮
問中

法人名

処理すべき事案（A+B）

計

申立て
件数

法人名

不訂正決定に対する異議

決定等によ
り処理を終

了

処理中（次年度に持ち越し）の事案

申立ての内容（複数該当あり）

取り下げ

その他保有個人情
報の不存在

他の法令で
特別の手続
きが定めら
れている

形式上の不
備・権利の
濫用等

法人等の
判断

訂正決定に
対する異議

不作為に対
する異議

事案の移
送、期限の
延長に対す

る異議



６　訂正請求

(４)異議申立ての処理日数の状況（異議申立てを受けてから決定等をした日までに要した日数） （単位：件）

（特殊法人）

日本郵政公社 4 4 0 0 0 0

（国立大学法人）

横浜国立大学 1 0 0 0 1 0

大阪大学 1 0 0 0 0 1

6 4 0 0 1 1

(４)異議申立ての処理日数の状況（異議申立てを受けてから諮問をするまでの期間） （単位：件）

（独立行政法人）

国際協力機構 2 0 2 0 0 0 0 0

雇用・能力開発機構 1 1 0 0 0 0 0 0

（特殊法人）

日本郵政公社 3 0 0 3 3 0 1 2

（国立大学法人）

山形大学 1 0 1 0 0 0 0 0

三重大学 0 0 0 0 2 0 2 0

7 1 3 3 5 0 3 2

(４)異議申立ての処理日数の状況（答申を受けてから決定等をするまでの期間） （単位：件）

（国立大学法人）

横浜国立大学 1 0 1 0 0 0 0 0

大阪大学 1 0 0 1 0 0 0 0

2 0 1 1 0 0 0 0

30日～ 30日～60日 60日～

計

90日～

計

法人名

審査会に諮問して決定等を行った件数 審査会の答申を受けて決定等の準備中の件数

答申を受けてから決定した日までに要した日数 答申を受けてからの経過日数

30日～ 30日～60日 60日～

法人名

今年度中に審査会に諮問した件数 処理方針の検討中、審査会への諮問準備中等の件数

異議申立てを受けてからの審査会に諮問した
日までに要した日数

異議申立てを受けてからの経過日数

～30日 30日～90日 90日～ ～30日 30日～90日

法人名

計

～90日

異議申立てを受けてから決定等をした日までに要した日数

決定等の件数

90日～半年 半年～9か月 9か月～1年 1年～
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